
◎所得税法等の一部を改正する等の法律 
（平成一八年三月三一日法律第一〇号）   

一、提案理由（平成一八年二月二四日・衆議院財務金融委員会） 

○谷垣国務大臣 ただいま議題となりました平成十八年度における財政運営のための公

債の発行の特例等に関する法律案、国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案及

び所得税法等の一部を改正する等の法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御

説明申し上げます。 

……………（略）…………… 

 最後に、所得税法等の一部を改正する等の法律案について御説明申し上げます。 

 本法律案は、現下の経済財政状況等を踏まえ、持続的な経済社会の活性化を実現する

ためのあるべき税制の構築に向け、所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を実施

するとともに、定率減税を廃止し、あわせて法人関連税制、土地・住宅税制、国際課税、

酒税、たばこ税等につき所要の措置を講ずるものであります。 

 以下、その大要を申し上げます。 

 第一に、所得税から個人住民税への三兆円規模の本格的な税源移譲に関し、所得税の

税率構造を改組するとともに、平成十一年以降、景気対策のための暫定的な軽減措置と

して継続されてきた定率減税について、経済状況の改善等を踏まえ廃止することとして

おります。 

 第二に、法人関連税制について、民間の研究開発活動を促進する観点から研究開発税

制を見直すとともに、産業競争力の向上を図る等の観点から情報基盤強化税制の創設等

を行うこととしております。 

 第三に、中小企業関係税制について、中小企業の経営基盤の強化を図る観点から、中

小企業投資促進税制の対象資産を拡充するとともに、同族会社の留保金課税の見直し等

を行うこととしております。 

 第四に、土地・住宅税制について、土地取引の活性化を図る観点から土地の売買等に

係る登録免許税の特例を創設するとともに、既存住宅の耐震化を促進する等の観点から

所得税の耐震改修税額控除制度の創設等を行うこととしております。 

 第五に、国際課税について、租税回避行為を防止する等の観点から非永住者の範囲の

見直し等を行うこととしております。 

 そのほか、酒類の分類の簡素化及び酒類間の税負担格差の縮小、たばこ税の税率の引

き上げ、所得税の地震保険料控除の創設、相続税の物納制度等の見直しを行うほか、情

報通信機器等に係る投資促進税制の廃止等既存の特別措置の整理合理化を図るとともに、

特別国際金融取引勘定に係る利子の非課税制度等期限の到来する特別措置の適用期限を

延長するなど所要の措置を講ずることとしております。 

 以上、平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律案、

国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律案及び所得税法等の一部を改正する等の



法律案につきまして、その提案の理由及び内容を御説明申し上げた次第であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院財務金融委員長報告（平成一八年三月二日） 

○小野晋也君 ただいま議題となりました各案につきまして、財務金融委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、所得税法等の一部を改正する等の法律案について申し上げます。 

 本案は、持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制を構築しようとす

るものであります。 

 その概要を申し上げますと、個人所得課税については、個人住民税への本格的な税源

移譲に関し、所得税の税率構造を改組するとともに定率減税を廃止することとしており

ます。 

 次に、法人関連税制については、研究開発税制の見直しなどを行うこととしておりま

す。 

 中小企業関係税制については、中小企業投資促進税制の対象資産を拡充するなどの措

置を講ずることとしております。 

 また、土地・住宅税制については、所得税の耐震改修税額控除制度の創設などを行う

こととしております。 

 さらに、国際課税については、非永住者の範囲を見直すなどの措置を講ずることとし

ております。 

 各案は、去る二月十六日当委員会に付託され、二十四日谷垣財務大臣から提案理由の

説明を聴取した後、質疑を行い、二十七日質疑を終局いたしました。 

……………（略）…………… 

 次いで、修正案について内閣の意見を聴取した後、各案及び修正案を一括して討論を

行い、順次採決いたしましたところ、修正案は否決され、各案はいずれも多数をもって

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、所得税法等の一部を改正する等の法律案に対し附帯決議が付されましたことを

申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一八年三月二日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 少子高齢化が進展する中、財政の持続可能性に対する懸念に対して、中長期的な財

政構造健全化の必要性が一層増大し、歳出・歳入の一体改革の緊要性が高まっている

ことにかんがみ、今後の経済・社会の動向にも留意しつつ、歳出削減に一層努めると

ともに、歳入の根幹をなす税制に対する国民の理解と信頼、制度・執行両面にわたる

税負担の公平性を確保する等の観点から、消費税を含む税体系全体について抜本的見



直しを行い、公正で活力のある社会にふさわしい税制の構築に努めること。 

一 租税特別措置については、政策目的、政策効果、利用状況等を勘案しつつ、今後と

も一層の整理・合理化を推進すること。 

一 納税者数・滞納状況等に見られる納税環境の変動、経済取引の国際化・高度情報化

による調査・徴収事務等の業務の一層の複雑・困難化による事務量の増大、納税者の

納税意識の更なる向上の必要性にかんがみ、複雑・困難であり、かつ、高度の専門知

識を要する職務に従事する国税職員について、税負担の公平を確保する税務執行の重

要性を踏まえ、徴税をはじめ真に必要な部門には適切に定員を配置するという政府の

方針及び職員の年齢構成の特殊性等従来の経緯に配意し、今後とも処遇の改善、定員

の確保、機構の充実及び職場環境の整備に特段の努力を行うこと。 

一 高度情報化社会の急速な進展により、経済取引の広域化・複雑化及び電子化等の拡

大が進む状況下で、従来にも増した税務執行体制の整備と、事務の機械化の充実に特

段の努力を行うこと。 

三、参議院財政金融委員長報告（平成一八年三月二七日） 

○池口修次君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、所得税法等の一部を改正する等の法律案は、現下の経済・財政状況等を踏まえ、

持続的な経済社会の活性化を実現するためのあるべき税制の構築に向け、所得税から個

人住民税への本格的な税源移譲を実施するとともに、定率減税を廃止し、併せて法人関

連税制、土地・住宅税制、国際課税、酒税、たばこ税等について所要の措置を講じよう

とするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、以上の三法律案を一括して議題とし、国債の安定消化の方策、

金利変動準備金取崩しの根拠、所得再分配機能の回復に向けて税制の抜本改革を行う必

要性、定率減税の廃止の影響、役員給与の損金算入制限措置の導入理由、国有林野累積

債務の返済に向けた取組等、各般にわたる熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会

議録に譲ります。 

……………（略）…………… 

 次いで、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表して大久保勉委員より、

三法律案に反対、修正案に賛成、日本共産党を代表して大門実紀史委員より、三法律案

に反対、修正案に賛成する旨の意見がそれぞれ述べられました。 

 討論を終了し、順次採決の結果、修正案は否決され、三法律案はいずれも多数をもっ

て原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 なお、所得税法等改正案に対し、附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 



○附帯決議（平成一八年三月二七日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 少子・高齢化やグローバル化が進展する中、中長期的な財政構造健全化と経済社会

の活性化の必要性が一層増大していることにかんがみ、今後の経済・社会の動向にも

留意しつつ、歳出の重点化・選別化に努めるとともに、税制に対する国民の理解と信

頼、税負担の公平性を確保する観点から、所得・消費・資産など税体系全般にわたる

課税の在り方についての抜本的見直しを行い、社会経済構造の変化に対応しつつ持続

的な経済社会の活性化を実現するための税制の構築に努めること。 

一 社会的に重要性を増している非営利活動を更に促進するという趣旨等にかんがみ、

特定非営利活動法人に対する寄附金税制の在り方については、その実態等を十分踏ま

え、引き続き検討すること。 

一 租税特別措置については、その政策課題の緊急性、効果の有無、手段としての妥当

性、利用の実態等を十分吟味し、今後とも徹底した整理合理化を推進すること。 

一 公示制度の廃止に伴い、今後の税制改革に資するため、税務に関する統計情報の在

り方について検討すること。 

一 急速に進展する高度情報化社会において、経済取引の国際化・複雑化及び電子化等

の拡大に見られる納税環境の変化、調査・徴収事務等の業務の一層の複雑・困難化に

よる事務量の増大、納税者の納税意識の維持・向上の必要性にかんがみ、更には、徴

税等真に必要な部門には適切に定員を配置するという政府の方針に配意し、今後とも

国税職員の処遇の改善、機構・定員の充実・確保を行うとともに、職場環境の整備及

び事務に関する機械化の充実に特段の努力を払うこと。 

  右決議する。 


